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広
島
県
告
示
第
五
百
三
十
一
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
庄
原
市

の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
を
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
変
更
す
る
旨
及
び
こ
の
効
力
の
発
生

の
日
は
当
該
字
の
区
域
に
つ
い
て
国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
成
果
の
認
証
が
あ
っ
た
日
と
す
る
旨
、
庄
原
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山
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総
領
町
亀

谷 町
・
大
字

耕

地

部

上

欄

高

田
字

一
〇
二
六
か
ら
一
〇
二
八
ま
で

九
四
五

地

番

総
領
町
亀

谷 町
・
大
字

山

林

部

下

欄
段
畑
竹
城

山 段

畠
字

五
良
丸

土

居

段

畑

一
五
三
八
の
一
、
一
五
三
八
の
二
、
甲
一
五
三
九
、
乙
一
五
三

九
、
一
五
四
〇
、
甲
一
五
四
一
、
乙
一
五
四
一
、
一
五
四
二
か

ら
一
五
四
五
ま
で
、
甲
一
五
七
四
、
乙
一
五
七
四
及
び
こ
れ
ら

の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
一
部

一
四
九
九
、
一
五
三
七
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路

で
あ
る
市
有
地
の
一
部

一
三
一
六
、
乙
一
三
一
九
、
一
三
四
八
の
一
、
一
三
四
八
の
二
、

甲
一
三
四
九
、
乙
一
三
四
九
の
一
、
乙
一
三
四
九
の
二
、
一
三

五
〇
、
甲
一
三
五
一
、
乙
一
三
五
一
、
丙
一
三
五
一
、
一
三
五

二
の
二
、
一
三
五
二
の
三
、
甲
一
三
五
二
の
一
、
乙
一
三
五
二
、

一
三
五
三
か
ら
一
三
五
九
ま
で
、
一
三
六
〇
の
一
、
一
三
六
〇

の
二
、
一
三
六
一
か
ら
一
三
六
五
ま
で
、
一
三
六
六
の
一
、
一

三
六
六
の
二
、
一
三
六
七
の
一
、
一
三
六
七
の
二
、
乙
一
三
六

七
、
甲
一
三
六
八
、
乙
一
三
六
八
、
一
三
六
九
、
甲
一
三
七
〇
、

乙
一
三
七
〇
、
一
三
七
一
の
一
、
一
三
七
一
の
二
、
一
三
七
二
、

甲
一
三
七
七
の
一
、
乙
一
三
七
七
、
一
四
〇
七
の
二
、
一
四
〇

八
か
ら
一
四
一
〇
ま
で
、
一
四
二
七
か
ら
一
四
二
九
ま
で
、
甲

一
四
三
〇
、
乙
一
四
三
〇
、
一
四
八
六
、
一
四
九
八
及
び
こ
れ

ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
一

部 一
二
三
二
の
一
、
一
二
三
二
の
二
、
乙
一
二
三
三
、
一
二
九
二
、

一
二
九
三
、
一
二
九
七
の
一
、
一
二
九
八
の
一

一
一
二
五
の
二
、
甲
一
一
二
五
の
三
、
乙
一
一
二
五
、
甲
一
一

二
七
の
一
、
乙
一
一
二
七
、
丙
一
一
二
七
、
丁
一
一
二
七
、
一

一
二
八
、
一
一
三
四
、
甲
一
一
三
八
、
乙
一
一
三
八
、
一
一
三

九
、
甲
一
一
四
〇
、
乙
一
一
四
〇
、
丙
一
一
四
〇
、
一
一
四
一
、

一
一
四
六
の
一
、
一
一
四
六
の
二
、
甲
一
一
四
七
の
一
、
甲
一

一
四
七
の
二
、
乙
一
一
四
七
、
一
一
四
八
、
一
一
七
六
の
三
、

一
一
八
二
の
二
、
一
一
八
四
の
二
、
一
一
八
六
の
二
、
一
一
八

七
の
一
、
一
一
八
七
の
二
、
一
一
八
八
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
介
在
す
る
道
路
で
あ
る
市
有
地
の
一
部

一
〇
八
四
、
甲
一
〇
八
五
、
一
〇
八
六
、
一
〇
八
七
の
一
、
一

〇
八
七
の
二
、
一
〇
八
八
、
一
〇
八
九
、
一
〇
九
三
、
一
〇
九

四
の
一
、
一
〇
九
四
の
二
、
一
〇
九
五
の
二
、
甲
一
〇
九
五
の

一
、
乙
一
〇
九
五
、
一
〇
九
六
か
ら
一
〇
九
八
ま
で
及
び
こ
れ

ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
一

部

五
郎
丸
陰

地
山

五
郎
丸
中

山 五
郎
丸

土

居

段
畑
竹
城

山 段

畠

総
領
町
亀

谷 町
・
大
字

山

林

部

上

欄

土

居

段
畑
竹
城

山
字

三
三
一
の
三
、
三
三
二
の
五
、
三
六
二
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区

域
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

三
二
八
の
四

三
二
八
の
二
、
三
二
九
の
二

地

番

総
領
町
亀

谷 町
・
大
字

耕

地

部

下

欄
土

居

段

畑

土

居
字
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広
島
県
告
示
第
五
百
三
十
二
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
尾
道
市

の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
を
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
変
更
す
る
旨
及
び
こ
の
効
力
の
発
生

の
日
は
当
該
字
の
区
域
に
つ
い
て
国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
成
果
の
認
証
が
あ
っ
た
日
と
す
る
旨
、
尾
道
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
五
百
三
十
三
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
神
石
高

原
町
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
を
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
変
更
す
る
旨
及
び
こ
の
効
力
の

発
生
の
日
は
当
該
字
の
区
域
に
つ
い
て
国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
成
果
の
認
証
が
あ
っ
た
日
と
す
る
旨
、
神
石
高
原
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山
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段

畠

五
郎
丸
陰

地
山

五
郎
丸
中

山 五
郎
丸

四
八
〇
、
四
八
一
の
二
か
ら
四
八
一
の
四
ま
で
、
四
八
五
の
二
、

四
八
五
の
三
、
四
八
六
の
二
、
四
八
六
の
三
、
四
八
七
、
四
八

八
、
四
八
九
の
二
、
四
九
〇
の
四
か
ら
四
九
〇
の
七
ま
で
、
四

九
一
か
ら
四
九
三
ま
で
、
四
九
四
の
三
か
ら
四
九
四
の
六
ま
で
、

四
九
五
、
四
九
六
の
三
、
四
九
七
の
一
、
四
九
七
の
二
、
四
九

九
の
二
、
四
九
九
の
三
、
五
〇
〇
、
五
〇
一
の
三
、
五
〇
一
の

四
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
で
あ
る
市
有
地

の
全
部

四
七
五
、
四
七
八
の
三
、
四
七
九
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
一
部

四
六
九
、
四
七
〇
の
二

四
一
九
の
四
か
ら
四
一
九
の
六
ま
で
、
四
二
〇
の
三
、
四
二
一

の
二
、
四
二
一
の
三
、
四
二
二
の
二
、
四
二
二
の
三
、
四
二
六

の
二
か
ら
四
二
六
の
四
ま
で
、
四
二
八
の
二
、
四
二
八
の
三

三
六
五
の
七
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
市

有
地
の
全
部

段

畑

土

居

五
良
丸

五
良
丸

五
良
丸

総
領
町
亀

谷 町
・
大
字

耕

地

部

上

欄

段

畑
字

一
五
八
五

地

番

総
領
町
亀

谷 町
・
大
字

耕

地

部

下

欄
五
良
丸

字

東
城
町
川

西 町
・
大
字

山

林

部

上

欄

長
者
原

字

二
〇
五
の
七 地

番

東
城
町
川

西 町
・
大
字

耕

地

部

下

欄
陰

地
字

菅
大

字

耕

地

部

上

欄

堂

角

空

田
字

一
九
六
三
、
一
九
六
四
、
一
九
六
五
、
一
九
六
六
、
一
九
六
七

及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
で
あ
る
市
有
地
の

一
部

二
三
七
二
、
二
三
七
三
、
二
三
七
四
、
二
三
七
五
、
二
三
七
六
、

二
三
七
七
、
二
三
七
八
、
二
三
七
九
、
甲
二
三
八
〇
、
乙
二
三

八
〇
、
二
三
八
一
、
二
三
八
二
、
二
三
八
三

地

番

菅
大

字

山

林

部

下

欄
岩

崎

黒

瀬
字

菅
大

字

山

林

部

上

欄

セ
ド
山

字

九
九
六
の
一
、
九
九
六
の
二

地

番

菅
大

字

耕

地

部

下

欄
野
田
ノ
久

保
字

菅
大

字

山

林

部

上

欄

中

山
字

乙
一
二
八
六 地

番

菅
大

字

山

林

部

下

欄
昇
蒲
迫

字

(号外)



















教教教
育育育
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号

広
島
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日

広
島
県
教
育
委
員
会

委
員
長

小
笠
原

道

雄

広
島
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す

る
告
示

広
島
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
付
要
綱

(

昭
和
五
十
一
年
広
島
県
教
育

委
員
会
告
示
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

経
済
的
理
由
に
よ
り
著
し
く
修
学
が
困
難
な
者
で
あ
つ
て
、
次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

で
あ
る
こ
と
。

イ

独
立
し
て
生
計
を
営
む
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
所
得
が
年
間
二
百
七
十
九
万
円
以
下
で
あ

る
こ
と
。

ロ

独
立
し
て
生
計
を
営
ま
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
全
員
の
年
間
所
得
の
合

計
額
が
、
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
員
の
う
ち
所
得
税
法

(

昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号)

上
の
扶
養
親
族
で
な
い
も
の
に
係
る
同
法
に
基
づ
く
課
税
対
象
と
な
ら
な
い
額
の
最
高
額
の
合
計
額

の
百
九
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
額
で
あ
る
こ
と
。

第
三
条
第
四
号
中

｢

文
部
科
学
省
の
高
等
学
校
等
奨
学
事
業
費
補
助
金

(

高
等
学
校
奨
学
事
業
費
補
助
に

係
る
も
の
に
限
る
。)

に
基
づ
き
都
道
府
県
が
貸
与
す
る｣

を

｢

広
島
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
付
条
例

(

平
成
十
四
年
広
島
県
条
例
第
五
号)

に
基
づ
く｣

に
改
め
る
。
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第
四
条
第
二
号
の
表
中

｢

定
時
制
課
程

一
年
生

二
年
生

三
年
生

四
年
生

区

分

を

通
信
制
課
程

一
年
次
生

二
年
次
生

三
年
次
生

四
年
次
生｣

｢

通
信
制
課
程

一
年
次
生

二
年
次
生

三
年
次
生

四
年
次
生

定
時
制
課
程

一
年
生
・
一
年
次
生

二
年
生
・
二
年
次
生

三
年
生
・
三
年
次
生

四
年
生
・
四
年
次
生

区

分

｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中

｢
学

年
学
年
卒
業
予
定

年
月
平
成

年
月

｣

を

｢
学
年
又
は

年
次

学
年
年
次

卒
業
予
定
年
月

入
学
年
月

平
成

年
月

平
成

年
月

｣

に
、

｢

計 本
人

続
柄

家
庭

の
状

況

(
名
)

氏
名
収
入
状
況
備

考

受
領

方
法 広
島
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制

課
程
修
学
奨
励
金
の
受
領
に
関
す
る
一
切
の

権
限
を
次
の
者
に
委
任
し
ま
す

。

(住
所
)

(氏
名
)
平
成

年
月

日
願
出
者
(住
所
)

(氏
名
)�

私
は
上
記
の
こ
と
に
同
意
し
ま
す

。

保
護
者
(住
所
)

(氏
名
)�

※
委

任

送
金

口
座
振
替

広
島
銀
行

支
店

広
島
銀
行

支
店

普
通

預
金
名
義

(№
)

｣

を

(号外)



古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

｢１
※
の
欄
は
決
定
通
知
後
そ
れ
ぞ
れ
の
高
等
学
校
に
お
い
て
記
入
す
る
こ
と

。

ま
た�

委
任
の
欄
は
必
要
に
応
じ
て
記
入
す
る
こ
と

。

２
家
族
の
状
況

同
居
・
別
居
を
問
わ
ず
申
請
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
全
員
を
記
入
す
る

。

を

備
考
の
欄
は
同
居
・
別
居
の
別�

主
た
る
生
計
維
持
者
に
○
印
等
を
記
入
す
る
こ

と

。

｣

｢１
願
出
者
が
成
年
の
場
合�

｢保
護
者
｣
は
保
証
人
と
読
み
替
え
て
記
入
す
る
こ
と

。

２
｢世
帯
状
況
｣
欄
に
は�

同
居
・
別
居
を
問
わ
ず�

申
請
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
全
員
に
つ
い

て
記
入
す
る
こ
と

。

３
｢所
得
の
種
類
等
｣
欄
に
は�

給
与
や
年
金
等
の
区
別
を
記
入
す
る
こ
と

。

に

４
｢備
考
｣
欄
に
は�

同
居
・
別
居
の
別�

主
た
る
生
計
維
持
者
に
○
印
を
記
入
す
る
な
ど�

所
要

の
事
項
を
記
入
す
る
こ
と

。

５
裏
面
は
記
入
し
な
い
こ
と

。｣

改
め
、
同
様
式
の
(注)
１
中

｢｢収
入
状
況
｣
欄
｣

を

｢｢年
間
所
得
額
｣
欄
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
号
中

｢保
証
人
か
｣

を

｢保
証
人
が
｣

に
、｢学

校
名
・
学
年
｣

を

｢学
校
名
・
学
年
又

は
年
次
｣

に
、｢高

等
学
校
第

学
年
｣

を

｢
学
年

高
等
学
校
第

年
次
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
号
中

｢学
校
名
・
学
年
｣

を

｢学
校
名
・
学
年
又
は
年
次
｣

に
、｢高

等
学
校
第

学

年
｣

を

｢
学
年

高
等
学
校
第

年
次
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
四
号
中

｢次
の
と
お
り
｣

を

｢�
次
の
と
お
り
｣

に
、｢学

校
名
・
学
年
｣

を

｢学
校
名
・

学
年
又
は
年
次
｣

に
、｢高
等
学
校
第

学
年
｣

を

｢
学
年

高
等
学
校
第

年
次
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
号
中

｢学
校
名
・
学
年
｣

を

｢学
校
名
・
学
年
又
は
年
次
｣

に
、｢高

等
学
校
第

学

年
｣

を

｢
学
年

高
等
学
校
第

年
次
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
六
号
中

｢次
の
｣

を

｢�
次
の
｣

に
、｢学

校
名
・
学
年
｣

を

｢学
校
名
・
学
年
又
は
年
次
｣

に
、｢高

等
学
校
第

学
年
｣

を

｢
学
年

高
等
学
校
第

年
次
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
五
号
中

｢学
校
名
・
学
年
｣

を

｢学
校
名
・
学
年
又
は
年
次
｣

に
、｢高

等
学
校
第

学
年
｣

を

｢
学
年

高
等
学
校
第

年
次
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
(注)
２
中

｢写
｣

を

｢写
し
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
一
号
中

｢学
校
名
・
学
年
｣

を

｢学
校
名
・
学
年
又
は
年
次
｣

に
、｢高

等
学
校
第

学
年
｣

を

｢
学
年

高
等
学
校
第

年
次
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
(注)
２
中

｢写
｣

を

｢写
し
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
教
育
委
員
会
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
第
三
条
第
二
号
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
高
等
学
校
の
第
一
学
年
又
は
第

一
年
次
に
入
学
し
た
者
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
入
学
し
た
者

(

こ
れ
ら
の
者
と
同
じ
学
年
又
は
年
次
に

転
学
又
は
編
入
学
を
し
た
者
を
含
む
。)

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

平成18年 4月27日 (木曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 8 6 号

12

｢

世
帯
の
全
所
得
額

本
人

続
柄

世
帯

状
況

氏
名

年
齢
勤
務
先
(学
校
名
)
所
得
の
種
類
等

円 円 円 円 円 円 円 円 円

年
間
所
得
額

備
考

｣

に
、

(号外)


